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 １．議事日程（平成28年第３回北広島町議会定例会） 

平成２８年９月８日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 議 場 

日程第１        会議録署名議員の指名について 

日程第２        会期の決定について 

日程第３ 発 議 第 7号 哀悼決議（案） 

日程第４        諸般の報告 

日程第５ 報告第 10号 専決処分の報告について 

            （支払督促に対する督促異議の申立に係る訴えの提起について） 

日程第６ 報告第 11号 専決処分の報告について 

            （町道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについ

て） 

日程第７ 報告第１２号 平成27年度決算における健全化判断比率・資金不足比率について 

日程第８ 議案第７７号 平成27年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第９ 議案第７８号 平成27年度北広島町国民健康保険特別会計歳入歳出の決算の認定につい 

  て 

日程第10 議案第７９号 平成27年度北広島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第11 議案第８０号 平成27年度北広島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

日程第12 議案第８１号 平成27年度北広島町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第13 議案第８２号 平成27年度北広島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第14 議案第８３号 平成27年度北広島町電気事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第15 議案第８４号 平成27年度北広島町芸北財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第16 議案第８５号 平成27年度北広島町診療所特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第17 議案第８６号 平成27年度北広島町情報基盤整備事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて 

日程第18 議案第８７号 平成27年度北広島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい 

            て 

日程第19 議案第８８号 平成27年度北広島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第20 議案第８９号 平成27年度北広島町豊平病院事業会計決算の認定について 

日程第21 発議第８号 決算審査特別委員会の設置について 

日程第22 議案第９０号 北広島町特別職報酬等審議会条例について 

日程第23 議案第９１号 北広島町簡易水道設置条例の一部を改正する条例について 

日程第24 議案第９２号 芸北広域環境施設組合を組織する地方公共団体の区域の変更及び芸北広 

域環境施設組合規約の変更について 

日程第25 議案第９３号 財産の無償譲渡について 

（幼年消防用活動資器材（鼓笛隊セット）） 

日程第26 議案第９４号 平成28年度北広島町一般会計補正予算（第３号） 

日程第27 議案第９５号 平成28年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
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日程第28 議案第９６号 平成28年度北広島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第29 議案第９７号 平成28年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第30 議案第９８号 平成28年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第31 議案第９９号 平成28年度北広島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第32 議案第 100号 平成28年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第33 議案第 101号 平成28年度北広島町芸北財産区特別会計補正予算（第１号） 

日程第34 議案第 102号 平成28年度北広島町診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第35 議案第 103号 平成28年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第36 議案第 104号 平成28年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第37 議案第 105号 平成28年度北広島町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第38 諮問第２号 人権擁護委員の推薦について 

 

 ２．出席議員は次のとおりである。 

 

 １番 真 倉 和 之  ２番 中 田 節 雄  ３番 久茂谷 美保之 

 ４番 藤 堂 修 壮  ５番 梅 尾 泰 文  ６番 森 脇 誠 悟 

 ８番 室 坂 光 治  ９番 中 村 勝 義 １０番 伊 藤 久 幸 

１１番 浜 田 芳 晴 １２番 藤 井 勝 丸 １３番 蔵 升 芳 信 

１４番 田 村 忠 紘 １５番 美 濃 孝 二 １６番 大 林 正 行 

１７番 宮 本 裕 之     

 

 ３．欠席議員は次のとおりである。 

 

な し      

 

 ４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

町 長 箕 野 博 司 副 町 長 空 田 賢 治 教 育 長 池 田 庄 策 

芸北支所長 成 瀬 哲 彦 大朝支所長 清 水 繁 昭 豊平支所長 多 川 信 之 

危機管理監 五反田   孝 総 務 課 長 古 川 達 也 財 政 課 長 信 上 英 昭 

企 画 課 長 畑 田 正 法 税 務 課 長 西 村   豊  福 祉 課 長 清 見 宣 正 

保 健 課 長 福 田 さちえ 農 林 課 長 藤 浦 直 人 商 工 観 光 課 長 沼 田 真 路 

建 設 課 長 砂 田 寿 紀 町 民 課 長 坂 本 伸 次 上下水道課長 浅 黄 隆 文 

消 防 長 田 辺 弘 司 学校教育課長 石 坪 隆 雄 生涯学習課長 佐々木 直 彦 

会計管理者 畑 田 朱 美 国土調査事務所長 林   秀 治   

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

  議会事務局長  松 浦   誠    議会事務局  田 辺 五 月 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午 前 １０時 ００分  開 会 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） おはようございます。ただいまの出席議員は１７名です。定足数に達してお

りますので、ただいまから平成２８年第３回北広島町議会定例会を開会いたします。これから

本日の会議を開きます。本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（加計雅章） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。本定例会の会議録署名議員

は、会議規則第１２７条の規定により、９番、中村議員、１０番、伊藤議員を指名いたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（加計雅章） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本定例会の

会期は、本日から９月２６日までの１９日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり） 

○議長（加計雅章） ご異議なしと認めます。従って、本定例会の会期は、本日から９月２６日ま

での１９日間に決定をいたしました。日程第３、発議第７号、哀悼決議案に先立ち、８月２２

日にご逝去されました、故柿原徳則議員の生前のご遺徳をしのび、１分間の黙禱をささげたい

と思います。全員ご起立をお願いします。（黙禱） 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第３ 発議第７号 哀悼決議（案） 

 

○議長（加計雅章） 日程第３、発議第７号、哀悼決議案についてを議題とします。哀悼決議案を

事務局が朗読いたします。事務局。 

○事務局（松浦 誠） 発議第７号、哀悼決議案。北広島町議会議員柿原徳則氏の逝去に当たり、

次のとおり、哀悼決議する。平成２８年９月８日。北広島町議会議長加計雅章。哀悼決議。 

  故北広島町議会議員柿原徳則氏は、８月２２日、病により逝去されました。まことに痛恨のき

わみであり、哀惜の情にたえません。ここに北広島町議会の決議をもって、恭しく哀悼の意を

表します。以上、決議する。平成２８年９月８日、北広島町議会。 
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○議長（加計雅章） ただいま朗読しました哀悼決議案を決議することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり） 

○議長（加計雅章） ご異議なしと認めます。したがって、発議第７号、哀悼決議案は決議されま

した。ここで宮本議員から、北広島町議会を代表して、故柿原徳則議員に対し、哀悼の意を表

する発言の申し出がありますので、これを許します。宮本議員。 

○１７番（宮本裕之） １７番、宮本裕之でございます。ただいま議長の許可をいただきましたの

で、ここで追悼の言葉を述べさせていただきます。追悼の言葉 去る８月２２日逝去されまし

た故柿原徳則議員の急逝を悼み、謹んで哀悼の意を表します。本日、ここに平成２８年第３回

北広島町議会定例会が開催されるにあたり、今一人、７番席には、ありし日の容姿と謦咳に接

することもできず、議員一同、惜別の情を禁じ得ないところでございます。顧みるに平成２５

年３月、第３期北広島町議会議員に当選され、天資温容誠実にして、人望すこぶる高く、常に

公共の念厚く、ために地元住民は申すに及ばず、町民からの幅広い衆望を得て、町政の推進に

邁進されておりました。柿原議員が信条とされていた住民のためのまちづくりには、特に献身

的な努力を傾注してこられました。議会では、産業建設常任委員会に属され、議員歴３年半に

おける幾多の功績は、必ずや後世にその名をとどめおかれるものと確信しております。   

昨年９月２５日、平成２７年第３回北広島町議会定例会の最終日に体調を崩され、以来、入院、

通院と療養を繰り返しながらも、今年の３月定例会、６月定例会には病を押して出席され、懸

命に質問をされている柿原議員の姿、まさしく議員魂、我々の模範とするべき姿でした。ここ

に、ありし日の面影をしのび、生前のご功績をたたえ、ひたすら泉下の平安とご遺族並びに北

広島町の前途に限りなくご加護を賜りますことをお願いいたしまして、一言蕪辞を連ね、もっ

て追悼の言葉といたします。平成２８年９月８日 北広島町議会産業建設常任委員会委員長 

宮本裕之。 

○議長（加計雅章） 以上で終わります。暫時休憩をいたします。１０時２０分より再開をいたし

ます。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １０時 １０分  休 憩 

 

午前 １０時 ２０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第４ 諸般の報告 

 

○議長（加計雅章） 日程第４、諸般の報告をいたします。議長報告は、配付しておりますとおり
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ですが、その中から、若干申し添えます。７月４日に広島県町議会議長研修において、全国町

村議会議長会に地域創生と子育て支援について、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局

の参事官補佐を招いて勉強会を行いました。翌５日には、北広島町産業建設常任委員会では、

既に研修をいたしました群馬県川場村に行き、田園プラザを中核とした川場村の村づくりにつ

いてを勉強してまいりました。７月２１日に北広島町防災会議が行われ、災害対策関連法の改

正に伴う、北広島町地域防災計画の改正が承認されました。７月２６日には、国道１８６号整

備促進協議会で国土交通省及び地元選出国会議員を訪ね、要望活動を行っております。９月４

日には、第３３回八幡高原聖湖マラソン大会が行われ、５ｋ、１０ｋ、ハーフマラソンの３種

目に約２０００名の参加者を得て盛大に開催されました。町を代表する大きなスポーツイベン

トとして、今後もさらなる定着を期待をいたします。以上で、議長報告を終わります。次に、

本定例会に受理した請願・陳情は、別紙、請願・陳情受付簿のとおりです。会議規則第９２条

の規定により、所管の常任委員会に審査を付託いたしております。次に、地方自治法第１２５

条の２第３項の規定により、例月出納検査の結果報告書が提出されております。お手元に配付

したとおりであります。また、地方自治法第２４３条の３第２項により、有限会社北広島町農

林県公社、株式会社芸北プラモーション、株式会社どんぐり村、有限会社さんさん市の経営状

況を説明する資料が提出されておりますので、ご報告しておきます。以上で、議長報告を終わ

ります。次に、町長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。箕野町長。 

○町長（箕野博司） おはようございます。行政報告をさせていただきます。２ページのほうをお

願いします。危機管理監関係であります。地域防災力の強化ということで、自主防災組織の設

立、７月に１組織が新たに設立され、既存の組織を含め、５１組織、行政区での組織率７０．

８％となったところでございます。全町域、この自主防災組織をつくっていきたいと考えてお

りますので、ご協力をお願いしたいと思っております。３ページ、地域防災リーダーの養成講

習及び認定ということで、６月に２日間開催をいたしました。１３名の方を新たに認定をさせ

ていただき、通算で合計３３名の防災リーダーがおられるということになります。また、北広

島町消防団のほうで水防訓練を実施をしていただきました。６月に実施をしていただいたとこ

ろであります。４ページ、企画課の関係であります。定住促進の取り組みということで、定住

相談が今年度４月から８月２２日現在でありますが、１５２件ございました。空き家バンクの

ほうの成約件数としては、１８件というところでございます。６ページをお願いします。長期

総合計画の関係でございます。第５回北広島町まちづくり総合委員会を６月に開催し、まちづ

くり総合委員会で、先進地視察ということで、７月に鳥取県の智頭町のほうへ視察に行ってい

ただきました。８月には、第６回北広島町まちづくり総合委員会を開催をいただいておるとこ

ろでございます。９ページをお願いします。福祉課の関係であります。敬老金支給の関係でご

ざいます。敬老の日が今年も近づいておりますけども、今年度めでたく１００歳を迎えられる

方が１２人いらっしゃいます。８８歳、米寿の方が２００人、それから７５歳になられる方が

２３４人おられます。敬老金支給事業を行わせていただくということでございます。１１ペー

ジをお願いします。ブックスタート事業ということで、今年度から新しく取り組んでおるもの

でありますが、これは赤ちゃんに絵本を贈ることで、絵本を介した親子ふれあいのきっかけづ

くりをしていこうということで始めた事業でありますが、６月、８月で１８名の方のところに

戸別訪問により、民生委員児童委員の方が手渡しで行っていただいておるというところでござ

います。１２ページ、結婚支援事業であります。一般的に婚活といわれるものでありますけど
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も、イベントを４月に、豊平そばの未来を考える実行委員会が豊平どんぐり村で開催、また、

６月には北広島町商工会青年部が芸北オークガーデンのほうで開催をいただいております。め

でたく１３組のカップルが成立したということでございます。町としては、それぞれ助成をさ

せていただいておるところでございます。１３ページをお願いします。保健課の関係です。元

気づくり推進事業ということで行っておりますが、今年度上期、３３会場で週に２回、９０分、

地域の集会所で自主的な活動として、元気体操を実施をしていただいております。４月から７

月までの４カ月で、延べ参加人数が９０００人弱というようなところにまで伸びてきておりま

す。これからも健康寿命を伸ばしていくということで、全域に広めていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。それから１６ページ、北広島町地域ケア会議でござい

ます。これは本年度から新たに取り組みを始めたものでありますが、住みなれた地域でいつま

でも生活できる地域づくりを目指していこうということで、日常生活圏域、中学校区でありま

すけども、本町では、４地域で行うということになりますけども、地域ケア会議を開催をして

おります。地域にあるいろんな組織が連携して進んでいこうということで、今後、地域包括ケ

ア体制づくりに取り組んでいくということになります。１７ページをお願いします。農林課の

関係であります。北広島町農業振興協議会を２８年度第１回目の協議会を５月に開催をしてお

ります。これはＪＡ広島北部、ＪＡ広島市管内にある２ＪＡと、それから広島県の西部農林事

務所等、関係機関と一緒になって協議、意見交換をして進んでおるものでありますが、これを

開催をしているところでございます。１９ページをお願いします。商工観光課の関係です。商

工業振興対策事業ということで、北広島町プレミアムユート、７月１日に販売を開始し、７月

１５日に完売をしたということでございます。販売総数は１億５００万ユートということで、

半月ぐらいで完売をしたということでございます。２１ページをお願いします。観光まちづく

り計画策定事業ということで、委員会を立ち上げて、第１回北広島町観光振興計画策定委員会

を７月に開催をしたところでございます。２２ページをお願いします。建設課関係であります。   

地域施工支援事業ということで、本年度４月から８月１２日現在ということでありますが、申

請受付件数が施工補助が２６件、原材料支給が３２件受付をしておるところでございます。私

からの行政報告は以上であります。教育委員会関係は教育長より報告をいたします。 

○議長（加計雅章） 教育長。 

○教育長（池田庄策） それでは教育行政に係る報告を申し上げます。２７ページをお開きくださ

い。まず、学校教育課関連でございますが、芸北小学校スキー事故検証委員会第２回、第３回

をそれぞれ広島県情報プラザにて開催をいたしました。学校教育活動でございますが、第５１

回交通安全子供自転車全国大会が８月３日、東京ビッグサイトで開催をされまして、芸北小学

校、４７チーム中、６位の成績をおさめております。次に、２８ページお願いいたします。生

涯学習課でございますが、大変たくさんの報告がございますが、主なものを報告を申し上げま

す。まず、ふるさと夢プロジェクト事業でございますが、今年度から初めて町内の民泊の体験

を小学校５年生１７０名が行いました。下にまいります。生涯学習事業でございますが、ファ

ミリーフェスタでございますが、本年度も大変たくさんの参加をいただきました。５００名と

いうことでございました。次に、３０ページをお願いいたします。公民館事業でございますが、

そこにございますように、４公民館連携事業といたしまして、４公民館を繋ぐということ、今

年からさらに強化をしております。３１ページをお願いいたします。芸術文化振興事業でござ

いますが、第１０回靉光記念北広島町児童生徒自画像展関連事業でございますが、今年度で第
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１０回を迎えております。多くの事業を行っておりまして、１０年間で、おおむね１万３００

０余りの作品が出品をされております。３２ページをお願いいたします。文化財保護収蔵庫等

の管理事業でございますが、一番最後でございますが、樽床・八幡山村生活用具及び民家保存

修理工事でございますが、いよいよこれから建物が建ってまいります。完成は２９年３月３１

日という予定になっております。最後でございますが、一番下、第９８回全国高等学校野球選

手権大会出場激励式でございますが、８月１日、役場２０１会議室で激励式を行っております。

教育委員会からは以上でございます。 

○議長（加計雅章） 以上で、町長、教育長の行政報告を終わります。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第５ 報告第１０号 専決処分の報告について 

日程第６ 報告第１１号 専決処分の報告について 

 

○議長（加計雅章） 日程第５、報告第１０号、専決処分の報告について及び日程第６、報告第１

１号、専決処分の報告についての２件についての報告を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） それでは、報告第１０号から報告第１１号につきまして、一括して概要を申

し上げます。議案集の１ページをお願いします。報告第１０号、専決処分の報告について、地

方自治法第１８０条第１項の規定により、支払督促に対する督促異議の申立に係る訴えの提起

について専決処分しましたので、同条２項の規定により、これを報告するものです。３ページ

をお願いします。報告第１１号、専決処分の報告について、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、町道走行中の事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて専決処分しま

したので、同条第２項の規定により、これを報告するものです。以上、詳細については担当か

ら説明いたします。 

○議長（加計雅章） 建設課長。 

○建設課長（砂田寿紀） 報告第１０号、専決処分の報告について、建設課からご説明申し上げま

す。議案書１ページをご覧ください。報告第１０号は、訴えの提起についての専決処分の報告

でございます。訴訟物の価格が６０万円以下でありますので、地方自治法第１８０条第１項の

規定により、議案書２ページ、専決処分第１１号のとおり、専決処分をいたしましたので、同

条第２項の規定により報告いたします。続きまして、専決処分について説明させていただきま

す。項目１、相手方の住所及び氏名は、記載のとおりでございます。項目２、債権の内容は、

住宅使用料でございます。平成２４年１１月から平成２８年４月使用分で４８万８７００円と

なっております。これまで再三の督促にもかかわらず、納付誓約等の提出にも応じていただけ

ないことから、平成２８年６月３０日、可部簡易裁判所へ支払督促の申し立てを行いました。

これに対し、債務者から、平成２８年８月１０日、債権そのものや債権額には間違いないが、

一括は無理なので、分割して納付したい旨の督促異議申し立てがなされました。督促異議の申

し立てがあった場合には、民事訴訟法３９５条の規定により、支払い督促申し立て日にさかの

ぼって訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟に移行しました。よって、訴えの提起に

つき、平成２８年６月３０日、専決処分を行いました。続きまして、議案書３ページ及び４ペ

ージをご覧ください。報告第１１号は、和解及び損害賠償の額についての専決処分の報告でご
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ざいます。和解及び損害賠償の額が５０万円以下の場合には、町長専決処分についての指定、

第２及び第３項で、町長において専決処分の委任がされております。地方自治法第１８０条第

１項の規定により、議案書４ページ、専決処分第１２号のとおり、平成２８年７月２５日、専

決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告いたします。専決処分についてを説

明させていただきます。項目１、相手方の住所、氏名は記載のとおりでございます。項目２、

事故の概要は、平成２８年５月２２日午後４時ごろ、町道長者原戸河内線を樽床ダム方向へ走

行中、道路の陥没箇所にはまり、左側前方のタイヤの一部が膨らみ、バーストするおそれがあ

り、危険なため、タイヤの交換を行ったものです。項目３、和解内容は、１、町は相手方に対

して、損害賠償として１万２３８円の支払い義務があることを認め、これを支払う。２、町及

び相手方は、今後一切、本件請求原因事項に関して、何ら債権債務を有しないことを確認する。

以上、２項目でございます。項目４、損害賠償額は１万２３８円で、内訳は、タイヤ修繕費で

ございます。専決処分の報告は以上でございます。 

○議長（加計雅章） 以上で報告を終わります。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第７ 報告第１２号 平成２７年度決算における健全化判断比率・資金不足比率について 

 

○議長（加計雅章） 日程第７、報告第１２号、平成２７年度決算における健全化判断比率・資金

不足比率について報告を求めます。町長。 

○町長（箕野博司） 議案集の５ページをお願いします。報告第１２号、平成２７年度決算におけ

る健全化判断比率・資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項及び第２２条第１項の規定により報告するものです。詳細については、担当から説明し

ます。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 報告第１２号、平成２７年度決算における健全化判断比率・資金不足比

率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、財政課からご報告をいたします。なお、同法律に基づきましで、監査委員の審査を

受けました結果は、別途配付されております審査報告書のとおりでございますので、あわせて

ご覧をいただきたいと思います。まず、健全化判断基準項目及び本町におけます基準値につい

てご説明をいたします。実質赤字比率は、普通会計の赤字比率を示すもので、１３．３１％以

内、連結実質赤字比率は全会計の赤字比率を示すもので、１８．３１％以内、実質公債費比率

は、一部事務組合を含めた公債費に係る一般会計負担額を示すもので、２５％以内、将来負担

比率は、第三セクターを含めた負債額を示すもので、３５０％以内とされております。この４

項目のうち１項目でも健全化基準を超えますと、いわゆる危険段階の早期健全化団体として、

財政健全化計画を策定し、実質的な改善努力により財政健全化を図ることが求められておりま

す。また、将来負担比率を除くさらに別に設定された財政再生基準の３項目のうち、１項目で

も基準を超えますと、財政再生団体として財政再生計画を策定し、国などの関与により、確実

な再生を図らなければなりません。本町の４項目の具体的な数値を申しますと、実質赤字比率

は一般会計・情報基盤整備事業特別会計を合わせた普通会計において、実質収支が黒字である
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ことから、該当のほうはございません。連結実質赤字比率につきましても、普通会計に特別会

計及び水道・病院の企業会計の全会計を連結した実質収支は黒字であり該当はございません。

実質公債費比率は１６．７％で、基準値２５％以下であり、前年度と同率となっております。

町の全会計に一部事務組合及び第三セクターを含めた全負債額の比率である将来負担比率は８

８．１％で、基準値３５０％以下であり、前年度からは７．８％改善をしております。次に、

公営企業の資金不足比率につきましては、表のように、地方公営企業法の適用か非適用かなど

によって分類をしておりますが、水道事業会計など６会計の決算において、資金不足はありま

せん。以上のことから、本町の財政は健全な範囲に位置しているということをご報告をいたし

ます。今後とも、この状態が継続できるよう、計画的な財政運営に努めてまいりますとともに、

今後、広報紙やホームページ等で公表していくことにしております。以上で、財政課からの報

告を終わります。 

○議長（加計雅章） これをもって、平成２７年度決算における健全化判断比率・資金不足比率に

ついての報告を終わります。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第 ８ 議案第７７号 平成２７年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定から 

日程第２０ 議案第８９号 平成２７年度北広島町豊平病院事業会計決算の認定について 

 

○議長（加計雅章） 日程第８、議案第７７号、平成２７年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認

定から、日程第２０、議案第８９号、平成２７年度北広島町豊平病院事業会計決算の認定につ

いてまで、決算認定関係１３議案を一括議題とします。以上、１３議案について提案理由の説

明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） それでは議案集の６ページから１８ページまでをお願いします。まず、議案

第７７号、平成２７年度北広島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第８９号、

平成２７年度北広島町豊平病院事業会計決算の認定についてまで、１３会計の決算認定議案に

ついて説明します。議案第７７号から議案第８７号までは、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定をお願いするものです。議案第８８号は、

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるとともに、地方公営企業法

第３０条第４項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものです。   

議案第８９号は、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別紙、監査委員の意見をつけ

て議会の認定をお願いするものです。よろしくお願いします。 

○議長（加計雅章） これをもって提案理由の説明を終わります。次に、平成２７年度北広島町一

般会計・特別会計及び事業会計の決算審査１３件について、山根代表監査委員から、審査結果

並びに監査意見の報告を受けます。山根代表監査委員。 

○代表監査委員（山根千昭） 代表監査委員の山根でございます。平成２７年度北広島町決算審査

報告を行います。先に町長より依頼がありました平成２７年度北広島町各会計の歳入歳出決算

審査につきましては、去る７月２７日から８月４日までの実質５日間、中村監査委員とともに

審査を行いました。審査結果につきましては、お手元にお配りしております北広島町決算審査

意見書のとおりであります。審査の手続と結果につきましては、町長より提出された各会計決
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算書並びに財産に関する調書に関して、関係法令に適合して調製されているか否かについて、

その関係帳簿等照合し、あわせて、その予算執行の状況について、関係各課より説明をいただ

き、審査を行いました。審査の結果でございますが、平成２７年度北広島町各会計歳入歳出決

算１３件につきましては、関係法令に準拠し、調製されており、いずれも誤りのないものと認

められました。意見書の２ページから８ページまでは、決算状況に係る総括意見を掲げており

ます。９ページ以降は、一般会計の歳入歳出の予算執行状況、２０ページ以降は、特別会計、

事業会計の予算執行状況について掲載をしております。後ほどご覧いただきたいと思います。   

また、平成２７年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率の審査報告につきましても

あわせて提出しておりますので、申し添えておきます。以上をもちまして、監査委員の平成２

７年度北広島町決算審査意見とさせていただきます。平成２８年９月８日。北広島町代表監査

委員 山根千昭。 

○議長（加計雅章） これをもって、山根代表監査委員の報告を終わります。山根代表監査委員、

中村監査委員には、ご多忙の折、また大変暑い中を長期にわたり、大変ご苦労さまでございま

した。決算認定関係１３議案については、後日、審議、採決を行います。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２１ 発議第８号 決算審査特別委員会の設置について 

 

○議長（加計雅章） 日程第２１、発議第８号、決算審査特別委員会の設置についてを議題としま

す。先ほど町長より提案のありました平成２７年度北広島町決算認定関係１３議案については、

さきの議会運営委員会で協議が行われ、決算審査特別委員会を設置し、審査を付託するよう決

定をされました。したがって、議長を除く議員全員による決算審査特別委員会を設置し、審査

を付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

○議長（加計雅章） ご異議なしと認めます。したがって、平成２７年度北広島町決算認定関係１

３議案については、議長を除く議員全員による決算審査特別委員会を設置し、審査を付託する

ことに決定をいたしました。なお、決算審査特別委員会委員長に、１７番、宮本議員、副委員

長に、１３番、蔵升議員を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。（異議な

しの声あり） 

○議長（加計雅章） ご異議なしと認めます。したがって、決算審査特別委員会の委員長に、１７

番、宮本議員、副委員長に、１３番、蔵升議員を指名いたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２２ 議案第９０号 北広島町特別職報酬等審議会条例から 

日程第２５ 議案第９３号 財産の無償譲渡について 

 

○議長（加計雅章） 日程第２２、議案第９０号、北広島町特別職報酬等審議会条例から、日程第

２５、議案第９３号、財産の無償譲渡についての４議案を一括議題とします。以上、４議案に

ついて提案理由の説明を求めます。箕野町長。 
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○町長（箕野博司） それでは議案第９０号から議案第９３号につきまして、一括して概要を申し

上げます。議案集１９ページをお願いします。議案第９０号、北広島町特別職報酬等審議会条

例について説明します。本案は、特別職の報酬等の額について審議するための機関として報酬

等審議会を置くことに伴い、新たに条例を制定することについて、町議会に提案するものです。   

２１ページをお願いします。議案第９１号、北広島町簡易水道設置条例の一部を改正する条例

について説明します。本案は、北広島町簡易水道の給水区域の追加及び琴庄簡易水道の給水人

口と給水量を修正するため、条例の一部改正について町議会に提案するものです。２３ページ

をお願いします。議案第９２号、芸北広域環境施設組合を組織する地方公共団体の区域の変更

及び芸北広域環境施設組合規約の変更について説明します。本案は、区域の変更に伴い、規約

を変更する必要があるため、町議会の議決を求めるものです。２４ページをお願いします。議

案第９３号、財産の無償譲渡について説明します。本案は、幼年消防クラブの活動支援を目的

とし、財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、

町議会の議決を求めるものです。以上、詳細については、各担当から説明をいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） それでは、議案第９０号、北広島町特別職報酬等審議会条例について、

総務課のほうから説明をさせていただきます。議案集の１９ページをお開きください。議案第

９０号、北広島町特別職報酬等審議会条例でございます。まず、第１条といたしまして、設置

について書かせていただいております。町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議をす

るため、北広島町特別職報酬等審議会を置く。所掌事項でございますが、第２条、町長は、次

に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額につ

いて、審議会の意見を聴くものとする。（１）議会の議員の議員報酬の額、（２）町長、副町

長及び教育長の給料の額。２項といてしまして、前項に規定するもののほか、特に必要と認め

る事項について、審議会の意見を聴くこととしております。組織でございますが、第３条でご

ざいます。審議会は、委員１０人以内をもって組織をいたします。北広島町の区域内の公共的

団体等の代表者、その他町民のうちから必要の都度、町長が委嘱するとしております。主なと

ころについては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（加計雅章） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 議案第９１号、北広島町簡易水道設置条例の一部を改正する条例に

ついて、上下水道課からご説明申し上げます。議案集２１ページ、２２ページをご覧ください。   

簡易水道設置条例において、給水区域、給水人口及び配水量は、別表のとおりとすると規定を

されております。改正の１点目は、この別表の旧千代田町の字または行政区の欄に給水区域が

記載されておりますが、ここに字明神山、字新栄ハイツ、字丸押を追加し、計画給水人口を８

００人から８９７人へ、一日最大配水量を３３０㎥から４２８㎥へ変更するものです。明神ハ

イツについては、水道施設のある土地について寄附申し込み、寄附の受納の手続が既に完了し

ております。また、水道事業の変更認可手続も、この条例改正と同時並行で事務を進めており

ます。丸押の一部については、明神ハイツと近接しており、明神ハイツの水源を利用し、丸押

の水不足が解消できるのではないかと見込んでおります。新栄ハイツについては、今回の地区

編入は、将来的には水道事業に管理移管する可能性があることにより編入をするものです。こ

の地区編入で、住民の方に何らかの義務が発生をしたり、規制がかかったり、または新たな負

担が発生したり、負担が増えるといったことは一切ございません。２点目は、旧豊平町の計画
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給水人口と一日最大給水量を平成２５年６月２１日付変更認可のとおり、数字を修正するもの

です。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 議案第９２号、芸北広域環境施設組合を組織する地方公共団体の区域の

変更及び芸北広域環境施設組合規約の変更について、町民課よりご説明申し上げます。議案書

の２３ページをお願いいたします。平成２９年４月１日から芸北地域の固形状一般廃棄物、い

わゆるごみですが、この処理を芸北広域環境施設組合の施設において処理するため、地方自治

法第２８６条第１項の規定に基づき、芸北広域環境施設組合規約を変更するものです。内容と

しましては、規約第２条第２号中、北広島町、別表に掲げる区域を除く、の別表に掲げる区域、

これは芸北地域のことですが、この、別表に掲げる区域を除く、を削除し、北広島町に改める

ものです。また、あわせて、この別表を削除するものです。以上で、町民課からの説明を終わ

ります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 消防長。 

○消防長（田辺弘司） 引き続き、議案集２４ページをお願いいたします。議案第９３号、財産の

無償譲渡について、消防本部からご説明いたします。財産の所在、北広島町消防本部、財産名、

幼年消防用活動資器材、鼓笛隊セット。内容は、２５ページの別表のとおりです。譲渡先、広

島県山県郡北広島町大朝４６５０番地、社会福祉法人大朝福祉会大朝保育所です。本案は、一

般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業で、その助成金で幼年消防クラブの育成

のため、本町が鼓笛隊セットを購入し、これを大朝保育所幼年消防クラブへ無償で譲渡するも

のでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 議案第９１号を説明する際に、給水量と説明をすべきところを配水

量と説明をした点がございました。まことに申しわけございませんでした。 

○議長（加計雅章） これをもって提案理由の説明を終わります。以上、４議案については、後日

審議、採決を行います。暫時休憩をいたします。１１時２０分より再開をします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午前 １１時 ０８分  休 憩 

 

午前 １１時 ２０分  再 開 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

○議長（加計雅章） 再開をいたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第２６ 議案第 ９４号 平成２８年度北広島町一般会計補正予算（第３号）から 

日程第３７ 議案第１０５号 平成２８年度北広島町水道事業会計補正予算（第１号） 
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○議長（加計雅章） 日程第２６、議案第９４号、平成２８年度北広島町一般会計補正予算第３号

から、日程第３７、議案第１０５号、平成２８年度北広島町水道事業会計補正予算第１号まで

の１２議案を一括議題とします。以上１２議案について提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） それでは、平成２８年度補正予算の概要について、一括して説明をいたしま

す。別冊の平成２８年度補正予算書をお願いします。議案第９４号、平成２８年度北広島町一

般会計補正予算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億１０

００万円を追加し、予算の総額を１５３億円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容

は、次のとおりです。私立保育所における保育システム整備など、保育環境の改善、道路維持

修繕事業など公共事業の追加による地域経済の活性化及び安全確保の推進、町内企業冊子作成

補助による商工業の活性化、Ｂ型肝炎ワクチン予防接種事業の実施による感染予防対策などを

計上しております。また、地方債補正は、第２表に目的別に計上しております。次の仕切りを

お願いします。議案第９５号、平成２８年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第２号で

す。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、介護給付金の減額及び予備費

の調整などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第９６号、平成２８年度北

広島町下水道事業特別会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ１０００万円を追加し、予算の総額を７億１０００万円とするものです。今回、予

算補正を行う主な内容は、経営戦略策定業務費及び施設等の修繕費などを計上しております。

また地方債補正は、第２表に目的別に計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第

９７号、平成２８年度北広島町農業集落排水事業特別会計補正予算第２号です。本案は、既定

の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、予算の総額を３億７３００万

円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、経営戦略策定業務費などを計上してお

ります。次の仕切りをお願いします。議案第９８号、平成２８年度北広島町介護保険特別会計

補正予算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８００万円を

追加し、予算の総額を２８億３５００万円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、

介護給付費準備基金積立などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第９９号、

平成２８年度北広島町簡易水道事業特別会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ２００万円を減額し、予算の総額を４億１６００万円とするも

のです。今回、予算補正を行う主な内容は、大朝浄水場の送水ポンプの修繕費の追加及び人件

費の減額などを計上しております。また、地方債補正は、第２表に目的別に計上しております。

次の仕切りをお願いします。議案第１００号、平成２８年度北広島町電気事業特別会計補正予

算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６００万円を追加し、

予算の総額を４９００万円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、基金の積立金

などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第１０１号、平成２８年度北広島

町芸北財産区特別会計補正予算第１号です。本案は既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１２６万円を追加し、予算の総額を１７６万円とするものです。今回、予算補正を行う主

な内容は、基金の積立金などを計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第１０２

号、平成２８年度北広島町診療所特別会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１２０万円を追加し、予算の総額を１億９１２０万円とするもので

す。今回、予算補正を行う主な内容は、小型除雪機購入費などを計上しております。次の仕切
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りをお願いします。議案第１０３号、平成２８年度北広島町情報基盤整備事業特別会計補正予

算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３００万円を追加し、

予算の総額を５億９４００万円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、消費税及

び地方消費税額の追加を計上しております。次の仕切りをお願いします。議案第１０４号、平

成２８年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号です。本案は、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ１５０万円を追加し、予算の総額を３億１５０万円とするもので

す。今回、予算補正を行う主な内容は、平成２７年度保険料精算に伴う還付金の追加などを計

上しております。別冊の北広島町水道事業会計補正予算書をお願いします。議案第１０５号、

平成２８年度北広島町水道事業会計補正予算第１号です。本案は、３条予算の収益的支出にお

いて既決の支出予定額に９２万９０００円を追加し、支出予定額を１億５２８８万８０００円

とし、また、４条予算、資本的収入予定額に３２０３万４０００円を追加し、収入予定額を１

億５１０３万６０００円とし、資本的支出予定額に１５８０万円を追加し、支出予定額を１億

９９６３万８０００円とするものです。今回、予算補正を行う主な内容は、経営戦略策定支援

業務費及び浄水場増設予定地の買収費などの追加を計上しております。以上、各会計の詳細に

つきましては、各担当から説明いたします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） それでは、初めに議案第９４号、平成２８年度北広島町一般会計補正予

算第３号につきまして、財政課からご説明をいたします。事前に配付しております資料の平成

２８年度９月補正予算の概要及び主要施策をお願いをいたします。見開きの左のページをお願

いをいたします。今回の補正におきましては、一般会計の補正額は３億１０００万円の増額補

正で、補正後の予算額は、１５３億円となります。主な内容としまして、私立保育所におけま

す保育環境の改善、公共事業の追加による地域経済の活性化、町内企業紹介冊子作成による商

工業の活性化、予防接種事業の追加による感染予防対策などでございます。下段にかけまして

は、一般会計・特別会計の当初予算からの補正の状況を掲載してございます。右のページをお

願いをいたします。今回、９月補正におけます主要な施策を掲載をしております。右端に予算

書計上のページを記載しておりますので、後ほど予算書と一緒にご覧いただければと思います。

一般会計では、地域の特性を生かした地域づくりでは、地域集会所管理事業及びコミュニティ

ホーム整備事業の追加、合わせまして１０５８万円、町道及び国県道の除雪を初め道路維持修

繕事業、河川維持修繕事業など、合わせまして１億５９１３万円の増額、町営住宅改修事業１

３７０万円の追加など、総額で１億８３４１万円を、産業・経済の活性化では、町内企業紹介

冊子作成のため、商工会への補助金の追加１００万円、千代田工業・流通団地調整池流末水路

改修工事に追加としまして３０００万円、安芸高田市とのアクセス道路でございます農道南方

線鋪装工事の追加１０００万円など総額で４１００万円を、若者・子育て世代に魅力的なまち

づくりでは、千代田インター高速バス停通路暴風雪シート設置など、合わせて８５万円を、私

立保育所におけます保育システム整備や事故防止のためのビデオカメラ設置など、保育環境の

整備に８５０万円を、Ｂ型肝炎ワクチン予防接種委託料の追加として１４６万円を、千代田地

域薬師公園の立木伐採など、公園の安全管理のため２００万円など、総額で１２８１万円を計

上してございます。また、その他として、人事異動に伴う人件費の調整、過年度国費・県費事

業精算による返還金、財政調整基金積立金や今後の災害等緊急支出への対応として予備費ほか

７２７８万円を計上してございます。この一覧表中に下線及び※印で番号を付記しております
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事業につきましては、裏面にこれら事業目的、概要などを説明をしておりますので、ご覧いた

だきたいと思います。次に、別冊の補正予算書の第２表をお願いいたします。議案ページから

３枚目になります。地方債の補正を計上しております。主なものは、臨時財政対策債の借入限

度額の確定に伴います調整、過疎対策事業債の追加などにより、補正後の借入限度額を総額で

１４億２３７５万８０００円とするもので、補正前より１６８５万８０００円の増額となりま

す。以上で、財政課からの説明を終わります。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 議案第９５号、平成２８年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算第

２号について、町民課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ、２ページをお

願いします。社会保険診療報酬支払基金へ納付します３款１項１目の後期高齢者支援金、４款

１項１目の前期高齢者納付金及び６款１項１目の介護納付金につきまして、今年度の納付額が

確定しましたので、後期高齢者支援金につきましては１５万円増額し、２億４１５１万円に、

前期高齢者納付金は５万１０００円増額し、１５万７０００円に補正するものです。次のペー

ジをお願いいたします。前期高齢者関係事務費拠出金は１０００円減額し、１万７０００円に、

介護納付金は３６９万８０００円減額し、８５５６万５０００円に補正するものです。１１款

１項１目の一般被保険者保険税還付金ですが、１６０万円増額し、３９５万円に補正するもの

です。これは被用者保険に加入され、国保の資格喪失により遡求し、可能額を還付するもので

す。１２款１項１目予備費を歳出予算総額の調整としまして１８９万８０００円増額し、７０

４万２０００円に補正するものです。次に、歳入の事項別明細書１ページ、２ページをお願い

いたします。今年度の交付金額の確定により、４款１項１目の療養給付費等交付金を１４６３

万円増額し、１億１４３７万５０００円に、５款１項１目の前期高齢者交付金を８万円増額し、

６億１７９万５０００円に補正するものです。９款２項１目財政調整基金繰入金を１４７１万

円減額し、７４０３万６０００円に補正するものです。以上で、町民課からの説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 議案第９６号、下水道事業特別会計補正予算について、上下水道課

からご説明申し上げます。補正予算書、歳出事項別明細書１・２ページをご覧ください。会計

管理費を１３１万８０００円の増額、下水道新設費を４０６万３０００円の増額、下水道管理

費を５２１万７０００円の増額、予備費を５９万８０００減額し、合計１０００万円の増額を

お願いするものでございます。会計管理費、委託料１３１万８０００円の増額は、経営戦略策

定支援業務委託料でございます。これは公営企業が将来にわたっても安定的に事業を継続して

いくことが可能になるよう、中長期的な経営の基本計画を策定することを総務省から要請をさ

れております。今年度中に作成されない場合には、平成２９年度から地方交付税の一部が減額

される扱いとなっており、県内のほかの多くの自治体も今年度作成を予定をされておられます。   

次に、下水道新設費の４０６万３０００円の増額ですが、これは人事異動に伴う補正です。次

に、下水道管理費の給料７万５０００円、職員手当２万５０００円についても人事異動による

ものです。需用費の５１１万７０００円の増額でございますが、これは千代田浄化センターの

経年劣化による施設制御盤の故障を初め電動バルブ、ファン、減圧プラグ、給水装置などの処

理施設の正常な運転に必要な機器の緊急修繕を行うものです。これに予備費５９万８０００円
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の減額を加え、歳出合計１０００万円の増額でございます。また、それに対する歳入でござい

ますが、２枚戻っていただきまして、歳入明細書をご覧ください。受益者分担金を７００万円

増額、受益者負担金を２０万円増額、使用料を３０万円増額、一般会計繰入金を３９０万円増

額、下水道債を３６０万円増額、過疎債を５００万円減額し、合計で歳出と同額の１０００万

円を増額するものでございます。続きまして、議案第９７号、農業集落排水事業特別会計補正

予算について説明申し上げます。歳入事項別明細書１・２ページをご覧ください。一般管理費

を３１万５０００円の増額、農業集落排水管理費を６５万９０００円の増額、予備費を２万６

０００円増額し、合計１００万円の増額をお願いするものです。一般管理費３１万５０００円

の増額は、人事異動に伴う補正です。次に、農業集落排水管理費を６５万９０００円の増額は、

経営戦略策定支援委託料です。下水道会計補正でも説明しましたのと同様に、農業集落排水事

業においても経営戦略の策定を行ってまいります。これに予備費２万６０００円の増額を加え

て、歳出合計１００万円の増額でございます。歳入でございますが、１枚戻っていただきまし

て、事項別明細書１・２ページをご覧ください。使用料を１２万円増額、事業費県補助金を２

６万８０００円の増額、一般会計繰入金を６１万２０００円増額し、合計で、歳出と同額の１

００万円を増額するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 議案第９８号、平成２８年度北広島町介護保険特別会計補正予算第２

号につきまして、保健課からご説明させていただきます。歳出の事項別明細の１・２ページを

お開きください。２款１項１目居宅介護サービス給付費につきましては、現年度分特別徴収保

険料を地域支援事業へ２万８０００円財源更正しました。４款３項１目及び３目につきまして

は、人件費の調整でございます。５款１項１目介護給付費準備基金積立金は、２７年度事業確

定に伴い、精算によるものでございます。次の３ページをお開きください。８款１項１目予備

費は調整額でございます。次に、歳入の事項別明細の１・２ページをご覧ください。１款１項

１目第１号被保険者保険料は、地域支援事業分に２万８０００円分充当するものでございます。

次の３款、５款の地域支援事業交付金は、人件費の調整に伴うものでございます。７款の一般

会計繰入金につきましては、２７年度事業の精算に伴う事務費繰入金の減額でございます。ま

た、７款１項３目地域支援事業繰入金につきましても、人件費の調整に伴うものでございます。

次の３・４ページをお開きください。８款１項１目繰越金でございます。平成２７年度が確定

しましたので、７９７万２０００円を計上し、合計３４５５万６０００円の繰越額となりまし

た。保健課からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 議案第９９号、簡易水道事業特別会計補正予算について、上下水道

課からご説明申し上げます。補正予算書の歳出事項別明細書１・２ページをご覧ください。一

般管理費４９０万４０００円を減額し、簡易水道新設費は財源更正です。簡易水道管理費を２

２７万９０００円増額し、予備費を６２万５０００円増額し、合計で２００万円の減額をお願

いするものでございます。一般管理費の補正は、人事異動に伴う調整です。次に、簡易水道新

設費の財源更正は、国庫支出金の減額と起債の増額によるものです。簡易水道管理費の２２７

万９０００円の増額は、減圧弁が経年劣化により機能不全となり、修繕を行う６７万円、残留

塩素計の故障修繕５８万３０００円、浄水場の送水ポンプ故障の修繕１０２万６０００円の緊

急修繕の合計額です。これに予備費６２万５０００円の増額を加えて、歳出合計２００万円の
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減額でございます。２枚戻っていただきまして、歳入明細書１ページから４ページをご覧くだ

さい。水道費分担金を６７５万円増額、使用料を１０２万円増額、国庫補助金を１２１０万３

０００円減額、一般会計繰入金を２８６万７０００円減額、１枚めくっていただいて、簡易水

道債を５２０万円増額し、合計で歳出と同額の２００万円の減額をお願いをするものです。ご

審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（加計雅章） 農林課長。 

○農林課長（藤浦直人） 議案第１００号、平成２８年度北広島町電気事業特別会計補正予算第１

号について、農林課からご説明します。歳出の事項別明細書１・２ページをご覧ください。   

２款１項１目電気事業費を４６万円増額し、７５２万８０００円とするものです。これは芸北

オークガーデンとグラウンドゴルフ場の売電用電力量計の取りかえを行うため増額するもので

ございます。４款１項１目電気事業基金費を４９９万８０００円増額し、５００万円とするも

のでございます。これは平成２７年度決算による繰越金の確定により、平成２９年度に予定し

てます発電施設の水車点検工事に備え、基金を積むものでございます。次に、歳入の１・２ペ

ージをご覧ください。３款１項１目一般会計繰入金を２５７万１０００円減額し、９３万１０

００円とし、４款１項１目繰越金を８５７万１０００円増額し、８５７万２０００円とするも

のです。これは歳出の補正並びに平成２７年度決算による繰越金の確定によるものでございま

す。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 財政課長。 

○財政課長（信上英昭） 続きまして、議案第１０１号、平成２８年度北広島町芸北財産区特別会

計補正予算第１号につきまして、財政課からご説明を申し上げます。今回の補正額は１２６万

円の増額補正で、平成２７年度決算におけます繰越金を財源としまして、歳出予算において、

基金の積立金として計上するものでございます。以上、ご審議のほどどうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（加計雅章） 保健課長。 

○保健課長（福田さちえ） 議案第１０２号、平成２８年度北広島町診療所特別会計補正予算第１

号につきまして、保健課から説明させていただきます。歳出の事項別明細の１・２ページをお

開きください。１款１項施設管理費、１目一般管理費及び２目訪問看護事業費の３節につきま

しては、人件費についての調整でございます。１８節の備品購入費につきましては、八幡診療

所管理運営事業として、八幡診療所医師住宅の小型除雪機の購入でございます。八幡診療所医

師は、広島県より派遣を受けており、八幡医師住宅において生活をされております。冬期間の

生活環境を整備するためでございます。５款予備費は、端数調整でございます。次に、歳入の

事項別明細の１・２ページをお開きください。平成２７年度の事業精算に伴い、３款１項１目

一般会計繰入金を１１０９万６０００円減額し、繰入金５５６５万１０００円としました。４

款１項繰越金は、１２２９万６０００円増額し、１２２９万９０００円となりました。保健課

からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 総務課長。 

○総務課長（古川達也） それでは、議案第１０３号、平成２８年度北広島町情報基盤整備特別会

計補正予算について説明させていただきます。まず、歳出の事項別明細をお開きください。

１・２ページでございます。総務費、一般管理費１３１２万２０００円の増額でございます。

これは公課費消費税及び地方消費税の追加でございます。３款公債費でございますが、１２万
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９０００円の減額、予備費７０００円の増額となっております。続いて、歳入に戻っていただ

きまして、一般会計繰入金でございますが、１００万６０００円の減額としております。繰越

金１４００万６０００円の増額となっております。これは決算によるものでございます。説明

は以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 町民課長。 

○町民課長（坂本伸次） 議案第１０４号、平成２８年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予

算第１号につきまして、町民課よりご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１ページ・２ペ

ージをお願いいたします。２款１項１目の後期高齢者医療広域連合納付金を１０９万８０００

円増額し、２億９８８４万８０００円に補正するものです。これは過年度分の保険料等負担金

であります。５款１項１目予備費を歳出予算総額の調整としまして４０万２０００円増額し、

１３５万２０００円に補正するものです。次に、歳入の事項別明細書１ページ・２ページをお

願いいたします。３款１項１目の事務費繰入金を５１万４０００円減額し、１４１３万７００

０円に、４款１項１目の繰越金を２０１万４０００円増額し、２０１万５０００円に補正する

ものです。以上、町民課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） 上下水道課長。 

○上下水道課長（浅黄隆文） 議案第１０５号、北広島町水道事業会計補正予算についてご説明申

し上げます。別冊の水道事業会計補正予算書の６ページをご覧ください。収益的支出、委託料

９２万９０００円の増額です。これは経営戦略策定支援業務委託料です。下水道、農集会計補

正でも説明しましたのと同様に、水道事業においても策定を行ってまいります。次に、企業債

３５００万円の増ですが、現在、起債対象事業費を積算し、財務局でヒアリングを受けており

ますが、この差額を増額をお願いするものです。次に、資本的収入及び支出の部、支出の欄を

ご覧ください。工事請負費１４９２万７０００円の増額をお願いするものでございます。これ

は実施設計を行いましたが、当初予算との差額１４９２万７０００円の増額をお願いするもの

です。土地購入費８７万３０００円ですが、これは壬生浄水場の隣接地に現況は水路の個人所

有地がございます。増設工事に支障となるため購入をしたいと考えております。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（加計雅章） これをもって提案理由の説明を終わります。以上、補正予算関係１２議案に

ついては、後日、審議、採決を行います。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

日程第３８ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦について 

 

○議長（加計雅章） 日程第３８、諮問第２号、人権擁護委員の推薦についてを議題とします。本

件について提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司） 議案集の２６ページをお願いします。諮問第２号、人権擁護委員の推薦につ

いては、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、次の方を人権擁護委員の候補者として法

務大臣へ推薦したいので、町議会の意見を求めるものです。北広島町有田１０５８番地 森分

光惠さん、北広島町中祖２０６番地、水野 元さんです。以上よろしくお願いをいたします。 

○議長（加計雅章） これで提案理由の説明を終わります。これより質疑を行います。質疑ありま
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せんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わります。これより討論を行います。討

論ありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。お諮りします。諮問

第２号、人権擁護委員の推薦については、森分光惠さん、水野 元さんを適任とすることにご

異議ありませんか。（異議なしの声あり） 

○議長（加計雅章） ご異議なしと認めます。従って、諮問第２号、人権擁護委員の推薦について

は、適任とすることに決定をいたしました。以上で、本日の日程は全部終了いたしました。   

次の本会議は、９月１２日午前１０時から一般質問の予定となっております。よろしくお願い

いたします。 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 

午後  ０時 ０２分  散 会 

 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 


